
委員会提出議案第１号 

 

 

橋本市議会会議規則の一部を改正する規則について 

 

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２項の規定

により提出します。 

 

 

      平成２７年７月３日  提 出 

 

             提出者  議会運営委員会 

                      委員長 岡  弘 悟 

              

 

 

 

 

 



橋本市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

橋本市議会会議規則(平成 18 年橋本市議会規則第１号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部

分である。 

 

改正後 改正前 

(欠席の届出) 

第 2 条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日

の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 

2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ

議長に欠席届を提出することができる。 

(欠席の届出) 

第 91 条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当

日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。 

2 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ

委員長に欠席届を提出することができる。 

 

(欠席の届出) 

第 2 条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日

の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 

 

 

(欠席の届出) 

第 91 条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当

日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。 

 

 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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